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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車に搭載される車載システムであって、
　路面を撮影するカメラと、
　前記カメラで撮影した画像に基づいて、車両が区画線上に現在はみ出しているか否かを
判定するはみ出し判定手段と、
　車両が道路上にあるか否かを判定する車両位置判定手段と、
　車両の車速に基づいて当該車両の駐停車の発生を検出する駐停車検出手段と、
　前記駐停車検出手段によって車両の駐停車の発生が検出された時に、前記はみ出し判定
手段によって車両が区画線上に現在はみ出していると判定され、かつ、前記車両位置判定
手段によって車両が道路上にあると判定された場合に、車両が道路上において区画線上に
はみ出して駐停車したと判定する路上はみ出し駐停車検出手段と、
　前記路上はみ出し駐停車検出手段によって、車両が道路上において区画線上にはみ出し
て駐停車したと判定された場合に、車両のユーザに、警告を行う警告手段とを有すること
を特徴とする車載システム。
【請求項２】
　自動車に搭載される車載システムであって、
　他車に搭載された車載システムと無線通信を行う車車間通信装置と、
　路面を撮影するカメラと、
　前記カメラで撮影した画像に基づいて、車両が区画線上に現在はみ出しているか否かを
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判定するはみ出し判定手段と、
　車両が道路上にあるか否かを判定する車両位置判定手段と、
　車両の車速に基づいて当該車両の駐停車の発生を検出する駐停車検出手段と、
　前記駐停車検出手段によって車両の駐停車の発生が検出された時に、前記はみ出し判定
手段によって車両が区画線上に現在はみ出していると判定され、かつ、前記車両位置判定
手段によって車両が道路上にあると判定された場合に、車両が道路上において区画線上に
はみ出して駐停車したと判定する路上はみ出し駐停車検出手段と、
　前記路上はみ出し駐停車検出手段によって、車両が道路上において区画線上にはみ出し
て駐停車したと判定された場合に、前記車車間通信装置の無線通信によって、他車両の車
載システムに、警告メッセージを送信する警告手段とを有することを特徴とする車載シス
テム。
【請求項３】
　自動車に搭載される車載システムであって、
　他車に搭載された車載システムと無線通信を行う車車間通信装置と、
　路面を撮影するカメラと、
　車両の駐停車時に、車両が区画線上に現在はみ出して駐停車しているか否かを判定する
はみ出し判定手段と、
　車両が区画線上に現在はみ出して駐停車していると判定された場合に、車両のユーザに
、警告を行う警告手段と、
　車両の駐停車位置が道路上であるか否かを判定する駐停車位置判定手段と、
　車両が区画線上に現在はみ出して駐停車していると判定された場合であって、車両の駐
停車位置が道路上であると判定された場合に、前記車車間通信装置の無線通信によって、
他車両の車載システムに、警告メッセージを送信する他車警告手段とを有し、
　前記はみ出し判定手段は、車両の車速に基づいて車両が駐停車しているか否かを判定す
ると共に、前記カメラで撮影した画像に基づいて車両が区画線上に現在はみ出しているか
否かを判定し、車両が駐停車していると判定され、かつ、車両が区画線上に現在はみ出し
ていると判定された場合に、車両が区画線上に現在はみ出して駐停車していると判定する
ことを特徴とする車載システム。
【請求項４】
　請求項１、２または３記載の車載システムであって、
　車両が駐停車したときに、前記カメラの撮影方向を車両下方の路面方向とし、車両の走
行中に、前記カメラの撮影方向を車両前方の路面方向とする検出方向制御部を有すること
を特徴とする車載システム。
【請求項５】
　自動車に搭載される車載システムにおいて、ユーザの自動車の運転を支援する運転支援
方法であって、
　車載システムにおいて、車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車したか否か
を判定する判定ステップと、
　車載システムにおいて、車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車したと判定
された場合に、車両のユーザに、警告を行う警告ステップとを有し、
　前記判定ステップは、
　車両の車速に基づいて当該車両の駐停車の発生が検出された時に、路面を撮影するカメ
ラで撮影した画像に基づいて、車両が区画線上に現在はみ出していることが検出され、か
つ、車両が道路上にある場合に、車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車した
と判定するステップであることを特徴とする運転支援方法。
【請求項６】
　自動車に搭載される車載システムにおいて、ユーザの自動車の運転を支援する運転支援
方法であって、
　車載システムにおいて、車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車したか否か
を判定する判定ステップと、
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　車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車したと判定された場合に、他車両の
車載システムに、無線通信を介して、警告メッセージを送信するメッセージ送信ステップ
とを有し、
　前記判定ステップは、
　車両の車速に基づいて当該車両の駐停車の発生が検出された時に、路面を撮影するカメ
ラで撮影した画像に基づいて、車両が区画線上に現在はみ出していることが検出され、か
つ、車両が道路上にある場合に、車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車した
と判定するステップであることを特徴とする運転支援方法。
【請求項７】
　自動車に搭載される車載コンピュータによって読みとられ実行されるコンピュータプロ
グラムであって、前記コンピュータに、
　車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車したか否かを判定する判定ステップ
と、
　車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車したと判定された場合に、車両のユ
ーザに、警告を行う警告ステップとを実行させ、
　前記判定ステップは、
　車両の車速に基づいて当該車両の駐停車の発生が検出された時に、路面を撮影するカメ
ラで撮影した画像に基づいて、車両が区画線上に現在はみ出していることが検出され、か
つ、車両が道路上にある場合に、車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車した
と判定するステップであることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項８】
　自動車に搭載される車載コンピュータによって読みとられ実行されるコンピュータプロ
グラムであって、前記コンピュータに、
　車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車したか否かを判定する判定ステップ
と、
　車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車したと判定された場合に、他車両の
車載システムに、無線通信を介して、警告メッセージを送信するメッセージ送信ステップ
とを実行させ、
　前記判定ステップは、
　車両の車速に基づいて当該車両の駐停車の発生が検出された時に、路面を撮影するカメ
ラで撮影した画像に基づいて、車両が区画線上に現在はみ出していることが検出され、か
つ、車両が道路上にある場合に、車両が道路上において区画線上にはみ出して駐停車した
と判定するステップであることを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車搭乗ユーザの安全な車両利用を支援する技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
自動車搭乗ユーザの安全な車両利用を支援する技術としては、自動車走行中に車両前方の
路面をカメラ等により撮影し、撮影した映像より道路上の白線を認識し、認識した白線に
従って、車線に沿ったユーザの運転を支援する技術が知られている（たとえば、特開２０
００－３０６１９９号公報や特開２０００－２０７５６３号公報）
この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては以下のものがある。
【０００３】
【特許文献１】
特開２０００－３０６１９９号公報
【０００４】
【特許文献２】
特開２０００－２０７５６３号公報
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
路肩駐停車の際や、右折レーン混雑時における右折レーン進入時などに、ユーザが気づか
ないまま、路上等の白線や黄線などの道路区画線上に車体をはみ出して駐停車してしまう
ことがある。そして、このように道路区画線上に車体をはみ出して駐停車することは、後
続の車の走行等を阻害するものであり、安全上好ましいものではない。
【０００６】
しかしながら、前述した走行中に白線を認識し、認識した白線に従って、車線に沿ったユ
ーザの走行を支援する技術は、自動車の走行中にユーザの運転を支援するものであるため
、このような自動車の道路区画線等の区画線をはみ出した駐停車の問題に対処することが
できない。
【０００７】
そこで、本発明は、自動車の区画線上にはみ出した駐停車を予防することを課題とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、前記課題達成のために、自動車に搭載される車載システムに、車両の駐停車時
に、車両が区画線上にはみ出して駐停車しているか否かを判定するはみ出し判定手段と、
車両が区画線上にはみ出して駐停車していると判定された場合に、車両のユーザに、警告
を行う警告手段とを備えたものである。
【０００９】
このような車載システムによれば、車両が区画線上にはみ出して駐停車した場合に、ユー
ザに対して警告を発することにより、ユーザに、不適切な位置に駐停車していることを認
識させることができる。そして、これにより、ユーザを適切な位置に車両駐停車するよう
誘導等することができる。
【００１０】
また、本発明は、前記課題達成のために、自動車に搭載される車載システムに、他車に搭
載された車載システムと無線通信を行う車車間通信装置と、車両の道路上での駐停車時に
、車両が道路区画線上にはみ出して駐停車しているか否かを判定するはみ出し判定手段と
、車両が道路区画線上にはみ出して駐停車していると判定された場合に、前記車車間通信
装置の無線通信によって、他車両の車載システムに、警告メッセージを送信する警告手段
とを備えたものである。
【００１１】
このような車載システムによれば、車両が区画線上にはみ出して駐停車した場合に、他車
両の車載システムに警告メッセージを送信することにより、他車両が、不適切な位置に駐
停車している車両が存在することを認識可能とする。そして、これにより、他車両におい
て、不適切な位置に駐停車している他車両に対するユーザの注意喚起や、当該他車両に対
する適当な安全処置をとることを可能とすることができる。
【００１２】
ここで、以上の車載システムの構成は組み合わせて適用するようにしてもよい。また、こ
の場合には、車載システムを、他車に搭載された車載システムと無線通信を行う車車間通
信装置と、車両の駐停車時に、車両が区画線上にはみ出して駐停車しているか否かを判定
するはみ出し判定手段と、車両が区画線上にはみ出して駐停車していると判定された場合
、車両のユーザに、警告を行う警告手段と、車両の駐停車位置が道路上であるか否かを判
定する駐停車位置判定手段と、車両が区画線上にはみ出して駐停車していると判定された
場合であって、車両の駐停車位置が道路上であると判定された場合に、前記車車間通信装
置の無線通信によって、他車両の車載システムに、警告メッセージを送信する他車警告手
段とより構成するようにしてもよい。
【００１３】
このようにすることにより、路上で道路区画線上にはみ出して駐停車した場合、すなわち
、自車の存在が他車両の走行の重大な障害となる蓋然性が高い場合には、自車のユーザに
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対して警告を行うと共に他車両に警告メッセージを送信するようにして、駐車場などで駐
車エリア区画線上にはみ出して駐車したような、自車の存在が他車両の走行の重大な障害
となる蓋然性が低い場合には、自車のユーザに対してのみ警告を行うようにすることがで
きる。
【００１４】
また、以上の車載システムには、路上の区画線を検出するためのセンサと、車両が駐停車
したときに、前記センサの区画線検出方向を車両下方の路面方向とし、車両の走行中に、
前記センサの区画線検出方向を車両前方の路面方向とする検出方向制御部と設け、前記は
み出し判定手段において、前記センサが検出した区画線に基づき、車両の前記はみ出しを
判定するようにしてもよい。
【００１５】
このようにセンサの区画線検出方向を駐停車中と走行中で切り替えることにより、車両の
駐停車中は、車両下方の路面の区画線を検出して車両が区画線上にはみ出しているか否か
を良好に判定することができるようにすると共に、走行中は、センサによって車両前方路
面の区画線を検出して車線に沿ったユーザの走行の支援などを行うようにすることなどが
できる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
図１ａに示すように、本実施形態では、各自動車に相互に無線通信を行う車載システム１
が搭載される。
図２に、この車載システム１の構成を示す。
車載システム１は、図示するように、自動車の方向指示ランプ等を制御する電子制御ユニ
ット（ＥＣＵ）１１と、ユーザ支援ユニット１２と、カメラ１３と、カメラ１３の撮影方
向を変化させる雲台ユニット１４とを備えている。
ここで図１ｂに示すように、カメラ１３はたとえば車両前部に配置され、自動車の走行中
は、車両前方の路上を撮影する方向１３１に雲台ユニット１４によって撮影方向が操作さ
れ、駐停車中は車両下方を撮影する方向１３２に雲台ユニット１４によって撮影方向が操
作される。
【００１７】
さて、図２に戻り、ユーザ支援ユニット１２は、ＧＵＩ制御部１２０１、表示装置１２０
２、入力装置１２０３、他車に搭載された車載システム１と無線通信による通信を行う車
車間通信装置１２０４と、地図データを格納した地図データベース１２０５、自車の走行
状態を検知するＧＰＳ受信機や車速センサや角加速度センサなどの集合である状態検知部
１２０６、地図データと状態検知部１２０６の検知内容のマップマッチングを行って現在
位置の算出を行う現在位置算出部１２０７、現在位置からユーザによって指定された目的
地までの経路探索を行うルート探索部１２０８、現在位置や探索した経路を地図上に表し
た表示画面の生成などを行う経路誘導部１２０９、カメラ１３や雲台ユニット１４の動作
を制御する撮影制御部１２１０、白線や黄線などの区画線を検知する区画線検知部１２１
１、以上各部を制御する制御部１２１２を有している。
【００１８】
また、ユーザ支援ユニット１２の各部と電子制御ユニット１１は、所定のインタフェース
を介して通信可能に構成されている。
ただし、このようなユーザ支援ユニット１２は、ハードウエア的には、ＣＰＵや主記憶を
備えたコンピュータシステムを用いて構成するようにして良く、この場合、表示装置１２
０２や入力装置１２０３や車車間通信装置１２０４の無線送受信部を除くユーザ支援ユニ
ット１２の各部、または、その一部は、ＣＰＵがコンピュータプログラムを実行すること
により実現されるものとしてよい。
【００１９】
さて、このような構成において、ユーザ支援ユニット１２は、カーナビゲーションとして
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の機能を有する。
すなわち、制御部１２１２は、ＧＵＩ制御部１２０１、入力装置１２０３を介してユーザ
からの目的地の指定を受け付け、受け付けた目的地までの経路を誘導経路として探索させ
る。また、経路誘導部１２０９に、地図データベース１２０５の地図データが示す地図上
に、現在の走行方位に対応する方向を向いた現在位置マークを描画させたナビゲート画像
を生成させる。また、誘導経路が設定されている場合には、経路誘導部１２０９に、ナビ
ゲート画像中に、現在位置より目的地側の誘導経路を表す誘導経路図形と、目的地の位置
を示す目的地マークを描画させる。
【００２０】
そして、経路誘導部１２０９は、生成したナビゲート画像をＧＵＩ制御部１２０１を介し
て表示装置１２０２に表示する。
また、制御部１２１２は、車両の走行中、区画線検知部１２１１が検知した道路区画線に
基づいて、車線に沿ったユーザの運転を支援する処理などを行う。
また、このような車載システム１において、ユーザ支援ユニット１２は以下に説明する駐
停車安全監視処理を行う。
図３に、この駐停車安全監視処理の手順を示す。
図示するように、この処理では、処理を開始すると、車両の駐停車状態への遷移の発生を
監視する（ステップ３０２）。駐停車状態の判定は、たとえば、状態検知部１２０６が車
速センサで検知した車速が一定時間（たとえば、１秒）以上の車両が停止状態にあること
を示しているときに、車両が駐停車状態にあると判定することなどにより行う。
【００２１】
そして、車両の駐停車が発生したならば、撮影制御部１２１０を介して、カメラ１３の撮
影方向を前述のように車両下方向に変更し（ステップ３０４）、道路区画線上に車両がは
み出しているかどうかを区画線検知部１２１１の区画線検知結果より判定し（ステップ３
０６）、はみ出していない場合にはステップ３０２に戻り、次の駐停車状態への遷移の発
生を監視する。
【００２２】
一方、道路区画線上に車両がはみ出している場合には、現在車両が路肩に駐停車している
のか（ステップ３０８）、右折レーン上で停車してるのか（ステップ３１０）、駐車場内
に駐車しているのか（ステップ３１２）を判定する。そして、いずれでもない場合には、
そのままステップ３０２に戻り、次の駐停車状態への遷移の発生を監視する。
【００２３】
ここで、路肩に駐停車しているのかどうかの判定は、たとえば、現在位置算出部１２０７
が地図データベース１２０５の地図データの表す地図にマッピングした現在位置が、道路
上であって、電子制御ユニット１１に問い合わせて得た方向指示ランプの状態が左折ラン
プ点滅状態やハザード表示状態にある場合に、路肩に駐停車していると判定することなど
により行う。また、現在位置算出部１２０７が、精度よく、現在位置が路肩位置であるこ
とを算出することができる場合には、現在位置算出部１２０７が算出した現在位置より、
直接、路肩に駐停車しているかどうかを判定するようにしてもよい。
【００２４】
また、右折レーン上に停車しているのかどうかの判定は、たとえば、現在位置算出部１２
０７が地図データベース１２０５の地図データの表す地図にマッピングした現在位置が、
道路上の右折レーン開始地点付近にあり、電子制御ユニット１１に問い合わせて得た方向
指示ランプの状態が右折ランプ点滅状態にある場合に、右折レーン上に停車していると判
定することなどにより行う。
【００２５】
また、駐車場内に駐車しているのかどうかの判定は、たとえば、現在位置算出部１２０７
が地図データベース１２０５の地図データの表す地図にマッピングした現在位置が駐車場
内である場合に、駐車場内に駐車していると判定することなどにより行う。ただし、地図
データには、駐車場の地理的情報を予め含めておく。



(7) JP 4118743 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

【００２６】
さて、路肩に駐停車していると判定された場合には（ステップ３０６）、まず、ＧＵＩ制
御部１２０１を介して表示装置１２０２に道路区画線上にはみ出して駐停車していること
を通知するメッセージを表示することにより、ユーザに対する警告を行う（ステップ３１
４）。そして、車両が発進するまで（ステップ３１８）、車車間通信装置１２０４を介し
て、後続する（後方から接近する）車両の車載システム１に、路肩に道路区画線上にはみ
出した状態で駐停車していることの警告と自車の現在位置の情報とを含めたメッセージを
送信する処理（ステップ３１６）を繰り返す。そして、車両が発進したならば（ステップ
３１８）、撮影制御部１２１０を介して、カメラ１３の撮影方向を前述のように車両前方
路面方向に戻した上で（ステップ３３０）、ステップ３０２に戻り、次の駐停車状態への
遷移の発生を監視する。
【００２７】
さて、ステップ３１６で送信されたメッセージを受信した、後続の車両の車載システム１
の制御部１２１２は、ＧＵＩ制御部１２０１を介して表示装置１２０２に、路肩に道路区
画線上にはみ出した状態で駐停車している車両が存在することを通知するメッセージを表
示したり、その駐停車している位置を示すマークを、経路誘導部１２０９が表示装置１２
０２に表示している地図上に表示することなどにより、ユーザに対して前方に路肩に道路
区画線上にはみ出した状態で駐停車している車両が存在することを警告する。
【００２８】
なお、このような後続車両へのメッセージの送信は、メッセージ送信元の車載システム１
が車車間通信を介して他の車載システム１から当該他の車載システム１が搭載された他の
車両の現在位置や走行方向や走行中路線の情報などを入手し、入手した他の車両の情報よ
り、当該車両が後続する車両であるかどうかを判定し、後続する車両であると判定した車
両の車載システム１にのみメッセージを送信することにより行うことができる。または、
メッセージ送信元の車載システム１が車車間通信を介して放送形式で、両の現在位置や走
行方向や走行中路線の情報を含めたメッセージを送信し、当該メッセージを受信した他の
車載システム１において、受信したメッセージと自車の現在位置とから、自身がメッセー
ジ送信元の車載システム１が搭載された車両に後続する車両であるかどうかを判定し、後
続する車両であると判定した車両の車載システム１においてのみ、受信したメッセージを
有効なメッセージとして取り扱って、当該メッセージに基づく警告を行うことにより行う
ようにすることもできる。
【００２９】
さて、以上のステップ３１４、３１６、３１８の処理の結果、たとえば、図４ａに示すよ
うに車両４０１が路肩に、路肩に設けられた道路区画線上にはみ出した状態で駐車すると
、当該車両４０１のユーザと、当該車両４０１に後続する車両４０２のユーザに、車両４
０１が路肩にはみ出して駐車していることを示す警告が行われることになる。
【００３０】
図３に戻り、右折レーン上に駐停車していると判定された場合には（ステップ３１０）、
まず、ＧＵＩ制御部１２０１を介して表示装置１２０２に道路区画線上にはみ出して駐停
車していることを通知するメッセージを表示することにより、ユーザに対する警告を行う
（ステップ３２０）。そして、車両が発進するまで（ステップ３２４）、車車間通信装置
１２０４を介して、後続する車両の車載システム１に、右折レーンに道路区画線上にはみ
出した状態で停車していることの警告と自車の現在位置の情報とを含めたメッセージを送
信する処理（ステップ３２２）を繰り返す。そして、車両が発進したならば（ステップ３
２４）、撮影制御部１２１０を介して、カメラ１３の撮影方向を前述のように車両前方路
面方向に戻した上で（ステップ３３０）、ステップ３０２に戻り、次の駐停車状態への遷
移の発生を監視する。
【００３１】
さて、ステップ３２２で送信されたメッセージを受信した、後続の車両の車載システム１
の制御部１２１２は、ＧＵＩ制御部１２０１を介して表示装置１２０２に、右折レーン上



(8) JP 4118743 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

に道路区画線上にはみ出した状態で停車している車両が存在ことを通知するメッセージを
表示したり、その停車している位置を示すマークを、経路誘導部１２０９が表示装置１２
０２に表示している地図上に表示することなどにより、ユーザに対して前方に右折レーン
で道路区画線上にはみ出した状態で停車している車両が存在することを警告する。
【００３２】
以上のステップ３２０、３２２、３２４の処理の結果、たとえば、図４ｂに示すように車
両４１１が右折レーンに、右折レーンの境界線として設けられた道路区画線上にはみ出し
た状態で駐車すると、当該車両４１１のユーザと、当該車両４１１に後続する車両４１２
や車両４１３のユーザに、車両４１１が右折レーン上に道路区画線上にはみ出して停車し
ていることを示す警告が行われることになる。
【００３３】
図３に戻り、駐車場内に駐車していると判定された場合には（ステップ３１２）、ＧＵＩ
制御部１２０１を介して表示装置１２０２に駐車場区画線上にはみ出して駐停車している
ことを通知するメッセージを表示することにより、ユーザに対する警告を行う（ステップ
３２６）。そして、車両が発進したならば（ステップ３２８）、撮影制御部１２１０を介
して、カメラ１３の撮影方向を前述のように車両前方路面方向に戻した上で（ステップ３
３０）、ステップ３０２に戻り、次の駐停車状態への遷移の発生を監視する。
【００３４】
このステップ３２６、３２８の処理の結果、たとえば、図４ｃに示すように車両４２１が
駐車場で、一台一台の駐車エリアを示す区画線上にはみ出して駐車すると、当該車両４２
１のユーザに対して、区画線にはみ出して駐車していることの警告が行われ、ユーザの駐
車エリア内への駐車し直しが誘導される。
【００３５】
以上、本発明の実施形態について説明した。
ところで、以上の実施形態では、区画線の検知にカメラ１３を用いたが、区画線の検出に
用いることのできるものであれば、カメラ１３以外の任意のセンサを用いるようにしてか
まわない。また、このようにセンサを用いる場合にも、車両が駐停車したときには、セン
サの区画線検出方向を車両下方の路面方向として、車両の区画線上へはみ出した駐停車を
良好に検出可能としつつ、車両の走行中には、前記センサの区画線検出方向を車両前方の
路面方向として、センサの検出結果を用いて車線に沿ったユーザの運転を支援する処理を
行えるようにするのがよい。
また、カメラを用いる場合には、適宜、車両下方の照明機能などを備えるようにしてもよ
い。
【００３６】
また、以上では、表示装置１２０２への表示によりユーザに対する警告を行ったが、ユー
ザ支援ユニット１２に、音声出力装置を設け、前記各ユーザに対する警告を音声によって
、前記表示による警告に代えて、または、前記表示による警告と併用して行うようにして
もよい。
【００３７】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、自動車の区画線上にはみ出した駐停車を予防することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る車載システムの配置を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る車載システムの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る駐停車安全監視処理の手順を示すフローチャートである
。
【図４】本発明の実施形態に係る駐停車安全監視処理の適用例を示す図である。
【符号の説明】
１：車載システム、１１：電子制御ユニット、１２：ユーザ支援ユニット、１３：カメラ
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、１４：雲台ユニット、１２０１：ＧＵＩ制御部、１２０２：表示装置、１２０３：入力
装置、１２０４：車車間通信装置、１２０５：地図データベース、１２０６：状態検知部
、１２０７：現在位置算出部、１２０８：ルート探索部、１２０９：経路誘導部、１２１
０：撮影制御部、１２１１：区画線検知部、１２１２：制御部。

【図１】 【図２】



(10) JP 4118743 B2 2008.7.16

【図３】 【図４】



(11) JP 4118743 B2 2008.7.16

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０８－０４８１９８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３１２３００（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１３４６０８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２３８５９４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－３４２８８７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－０１４４７９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０３６９９１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－１１４８４０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００７－０６６１６７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G08G   1/16
              G06T   1/00
              G06T   7/60
              G08G   1/09


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

